
    京都市消防局訓令乙第１号                        

各 部         
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 京都市消防吏員服装規程の一部を次のように改正する。 

  令和３年６月１４日 

                  京都市消防局長 山内 博貴 

別表第２中 
「             
 

活動服（半袖）     △ △ △ △   を 

           」  
「             
 

活動服（半袖）     △ △ △ △ △  に改め， 

           」  
同表備考３中「及び救助活動服」を「，救助活動服，救急活動服及び救急実習

服」に改め，同備考４を削る。 
 別表第３中 
「             
 

活 動 服     〇 〇     
を 

           」  
「             
 

活 動 服 ▲ ▲   〇 〇     
に， 

           」  
「             
 

特別救助活動服 ▲ ▲ 〇 〇      
  

 
救 助 活 動 服   ▲ ▲   ○ ○    

           」  

を 



             

「             
 

特別救助活動服   〇 〇        

 
救 助 活 動 服   ▲ ▲   ○ ○   に改め， 

 活動服（半袖）         △   

           」  
同表備考６中「及び救助活動服」を「，救助活動服及び救急活動服」に改め，

同表備考中７を削り，８を７とし，９を８とする。 
   附 則 

この訓令は，公布の日から施行する。 
 

（消防局総務部人事課） 


